
「地方自治を学ぶ会」主催　公開学習会へのお誘い

二元代表制と自治体議会の可能性
　～三重県議会基本条例を超えて～

　都道府県議会レベルでの議会基本条例制定ではトップランナーとなった三重県議会。
　2006年に制定されるまでの間、議会事務局の重鎮としてその任に当たられた高沖秀宣
氏を講師に迎えます。
　様々な立場から地方自治・議会の営みに関わる私たちにとって二元代表制は基本中の
基本概念・用語といえます。この度の講師高沖氏は著書「『二元代表制』に惹かれて」の
中で、「『議会改革とは、二元代表制の追求ではないか』という仮説を今も持ち続けて
いる」と述べておられます。同時に、すでに400以上の自治体が議会基本条例を制定
し、その中でこの用語を当然のように使ってはいるものの、それが何であるかをキチン
と定義した条例にはまだお目にかかっていない、とも。
　今回はその辺りの事情を踏まえつつ、標題のテーマに沿って、地方議会の改革と活性化
そして可能性についてたっぷりとお話しいただきます。
市民も議員も行政職員も、ふるってご参加ください。

日　時：2014年7月12日（土）　
　＊下記の通り、勉強会、懇親会の後、一泊し翌朝解散しますが、勉強会のみ、また、懇親会までの部分参加も大歓迎です。
場　所：ホテル・ナチュラルガーデン日光（日光市花石町。輪王寺、東照宮から数百メートル）
日　程：12日　13：00　受付開始
　　　　　　　 13：30　「地方自治を学ぶ会」総会（会員からの報告を含む／会員外の傍聴歓迎）
　　　　　　　 14：15　講演会開始（途中休憩あり）
　　　　　　　 17：30　質疑応答の後、講演会終了
　　　　　　　　（談話やお風呂のための休憩）
　　　　　　　 19：00　夕食・懇親会
　　　　13日　 7：30ころから各自朝食、そのご解散
　　　　　＊上記日程のうち、講演会および夕食の開始時刻については「予定」とします。
費　用：①講演会のみ参加　―　 ￥3,500
　　　　②懇親会まで参加　―　 ￥8,000
　　　　③一泊二食の全日程参加　―　￥13,000
締　切：7月8日（火）18：00　※ホテルへの予約の関係上、厳守願います。
問合せ・申込み：楠　利明（事務局担当会員、さくら市議）
　　　　　　　　Tel./Fax.　０２８－６８２－７２０７（留守電可）
　　　　　　　　Eメール　t.kusunoki@ac.auone-net.jp

【講師略歴/高沖秀宣氏】
1953年三重県生まれ。京都大学法学部卒。1979年三重県庁入庁後、いくつかの部局勤務を経て2002年
議会事務局に異動。政務調査課長、総務課長等々を歴任し、2008年、県議会事務局次長に就任。今年3
月県庁を定年退職。著書に「二元代表制に惹かれて（公人の友社/2013年10月発行）」がある。
現在、三重県地方自治研究センター上席研究員兼事務局長、ならびに、「議会事務局研究会」共同代表。

「地方自治を学ぶ会」は1993年8月に発足した超党派の市民と議員の集いです。
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